家庭系プラスチックのリサイクルに関する公募型サウンディング市場調査様式３

提　　案　　書

１　申込者
	法 人 名
	

	所 在 地
	

	グループの場合
構成事業者名
	

	担当者
	氏 名
	

	
	所 属
	

	
	E-mail
	

	
	TEL
	



２　調査項目に係る概要
	必須
	次ページ以降の質問形式に回答

	任意
	自社作成の提案書を添付

























［各質問の回答方法］
実施要領２「調査に当たっての前提」を踏まえてご回答ください。
該当する回答の□を■とし、選択肢以外の提案については「その他」に記載するほか、適宜、回答欄を追加してください。なお、回答可能な質問のみで結構です。

１　中間処理又は再商品化が可能なプラスチックの量
[bookmark: _Hlk215739560]質問１：年間当たり中間処理又は再商品化が可能なプラスチックの量（搬入量ベース）をご回答ください。（本市の全排出量のうち、一部の受入れが可能な場合はその量）
	区　　分
	プラスチックの量（搬入量ベース）

	プラスチック製容器包装
	ｔ/年

	プラスチック製品
	ｔ/年

	ペットボトル
	ｔ/年



２　受入開始可能時期
質問２：受入開始可能時期についてご回答ください。
	□
	令和11年（2029年）４月以前（具体的な年月：　　　　　　）

	□
	令和11年（2029年）４月

	□
	令和11年（2029年）４月以降（具体的な年月：　　　　　　）



３　受入場所
質問３：受入施設の施設名等についてご回答ください。
	施設名：
	所在地：



４　新たに施設を建設する場合に必要な敷地面積等
質問４：新たに施設を建設する場合に必要な敷地面積等についてご回答ください。
	敷地面積：　　　　　　　　　㎡
	延床面積：　　　　　　　　㎡



５　中間処理又は再商品化の方法・工程（エネルギー回収を除く。）
　質問５：再商品化事業で活用する処理ルート（ペットボトルを除く。）についてご回答ください。
	□
	容リ協ルートを活用

	□
	認定ルートを活用

	□
	容リ協ルートと認定ルートを併用（各処理ルートを活用する範囲を記載してください。）
・　容リ協ルートの範囲
　回答例１（地域で区分）：○区、△区、□区、●区
　回答例２（品目で区分）：プラスチック製容器包装
・　認定ルートの範囲
　　回答例１（地域で区分）：○区、△区、□区、●区を除く４区
　　回答例２（品目で区分）：プラスチック製品



質問６：中間処理を行う場合、その方法をご回答ください。
（リサイクルプラ（プラスチック製容器包装及びプラスチック製品）の中間処理）
	　方法：


（ペットボトルの中間処理）
	　方法：



質問７：【容リ協ルートの場合は回答不要】再商品化の方法をご回答ください。
	（リサイクルプラ（プラスチック製容器包装及びプラスチック製品）の再商品化）

	□
	マテリアルリサイクル 

	□
	ケミカルリサイクル 

	□
	その他 （                                                      ）


（ペットボトルの再商品化）
	□
	リサイクルプラと同一事業場内で再商品化（マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルなど、具体的な方法を記載してください。）

	□
	容リ協へ引渡

	□
	独自ルートへ引渡（マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルなど、具体的な方法を記載してください。）

	□
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



質問８：【容リ協ルートの場合は回答不要】再商品化処理において、不適物の処理方法についてご回答ください。
	□
	産廃として処理可能 [対応内容例: 再商品化不適物はセメント原料化等、対応予定をお書きください。] 

	□
	その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



質問９：中間処理又は再商品化の工程（概略フロー）をご回答ください。資料等の添付でも構いません。（再商品化の場合、主要な再商品化製品や利用方法も分かるようにお示しください。また、再商品化不適物の処理方法も可能な範囲でお示しください。）
	



６　受入可能なプラスチックの基準
質問10：受入可能なプラスチック製品の大きさ及び素材の基準をご回答ください。
（プラスチック製品の大きさの基準）
	□
	最長の辺の長さ又は最大径が30cm未満

	□
	その他（　　　　　　　　）


　（プラスチック製品の素材の基準）
	□
	プラスチック素材１００％のもの

	□
	大部分がプラスチック素材のもの

	□
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



質問11：【容リ協ルートの場合は回答不要】再商品化処理において、再商品化可能なプラスチックの汚れの程度をご回答ください。
	□
	容器包装リサイクル協会への引き渡しガイドラインに準じる。

	□
	その他（　　　　　　　　）



質問12：【容リ協ルートの場合は回答不要】再商品化処理において、再商品化に適した物及び不適物をご回答ください。
	再商品化に適した物
	再商品化不適物

	□
	ポリスチレン 
	□
	ポリ塩化ビニル 

	□
	ポリプロピレン 
	□
	ポリ塩化ビニリデン 

	□
	ポリエチレン 
	□
	ABS 

	□
	その他


	□
	ナイロン 

	
	
	□
	その他 




質問13：特に定めている受入基準があればご回答ください。（例: 塩素分 〇%未満 等）
	




７　受入条件（搬入方法や荷姿、搬入条件等）
質問14：受入可能な搬入方法をご回答ください。 
	□

	２トンパッカー車及び軽ダンプ車による直接搬入

	□
	その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）



質問15：受入可能な曜日・時間帯についてご回答ください。 
	曜日
	月・火・水・木・金・土・日・祝日

	時間
	○○時○○分～○○時○○分 

	備考 



８　中間処理又は再商品化に要する費用 （１トン当たり税抜き金額）及び積算の考え方
　質問16：リサイクルプラ（プラスチック製容器包装とプラスチック製品）及びペットボトルの中間処理又は再商品化に要する費用 （１トン当たり税抜き金額）と積算の考え方をご回答ください。（本市の全排出量又はその一部のいずれの場合も対応可能であれば、それぞれの場合の費用及び積算の考え方をご回答ください。）
（全排出量の場合）
	単　価：
	円/ｔ （受入量ベース）

	考え方：
（回答例：料金表による、容リ協の処理単価と同等と設定、個別契約ごとに協議等）




（一部の場合）
	単　価：
	円/ｔ （受入量ベース）

	考え方：
（回答例：料金表による、容リ協の処理単価と同等と設定、個別契約ごとに協議等）



９　ペットボトルの処理方法等
質問17：ペットボトルの処理方法等（選別・処理方法、再商品化の方法、他社への有償引渡の場合の売価など）をご回答ください。資料等の添付でも構いません。
	




10　受入れに当たり新設若しくは増設又は修繕が必要となる施設（設備）及びその費用
質問18：受入れに当たり新設若しくは増設又は修繕が必要となる施設（設備）及びその費用をご回答ください。資料の添付でも構いません。
	施設（設備）

	

	費　用
	



11　施設（設備）が故障した場合の受入対応等
質問19：施設（設備）の故障や火災などの事故が生じた場合の受入対応についてご回答ください。
	□
	対応可能である ⇒ （備考に具体的な対応を記載してください。）

	□
	対応は難しい

	備考：（回答例：○日分を保管できるストックヤードを設置し、保管上限までに復旧できない場合はグループ会社の施設で対応等）



質問20：リチウムイオン電池など、異物として混入する発火の危険性があるごみへの対策をご回答ください。
	




12  再商品化事業全体における温室効果ガス排出量の低減に向けた取組及びその効果
質問21：再商品化事業全体における温室効果ガス排出量の低減に向けた取組及びその効果をご回答ください。
	[bookmark: _Hlk216716238]




13　その他（本事業の趣旨を考慮した提案内容等）
  質問22：本事業の趣旨を踏まえ、実施可能な提案があればご回答ください。
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